
 令和６年４月から施行されている改正新潟市子ども条例に基づき設置された子どもの権利救
済機関（子どもの権利相談室）において、８月１日より相談受付を開始しました。

 この資料は、子どもの権利に係る相談・救済の取組状況をまとめた資料です。
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【基本的事項】
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【子どもの権利救済機関の概要】
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所属等 氏名（かな）

≪委嘱の考え方≫
 子どもの権利救済委員は、子どもや保護者との直接折衝、他の機関（学校等）への聞き取り、
調査、当事者や関係者との間に立った調整等を担う必要があります。

 また、子ども自身の気持ちに寄り添い、当該子どもの最善の利益を図るために行動する必要
があります。

 このような考え方に基づき、類似事例や他都市の子どもの権利救済委員からの活動実態等
を踏まえたヒアリングを参考としながら、上記のとおり決定しました。

【運営体制】
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【運営体制】



項目 概要

≪設置根拠≫
第３２条 救済委員の庶務は、こども未来部で処理します。
２ 救済委員の職務を補佐するため、児童福祉又は子どもの権利に関し優れた識見を有する者
を相談・調査専門員として置きます。
３ 第23条第１項の規定（※）は、相談・調査専門員に準用します。
※第23条第1項
救済委員は、職務を行うに当たっては、子どもの権利の擁護者として、公正かつ適正に職務を遂行するととも
に、関係機関等と相互に協力及び連携を図らなければなりません。
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【子どもの権利救済機関の概要】



項目 内容
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【子どもの権利救済機関の概要】



項目 内容
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【相談・対応フローと根拠条文】
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【調査・調整、勧告・意見表明等について】（２６条・２８条・２９条）
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 類似する機関をもつ他都市の事例では、子ども等からの相談に基づき、本人の同意を得たうえ
で、関係機関（学び、育ちの施設）への調整を図る中で解決に至るケースがほとんど。

 救済委員の権限で是正勧告等を行ったケースは極めて少ない。
 ただ、救済機関には、他の機関でトラブル等に至っているケース（保護者が他の機関に不満を
持つ）が持ち込まれることも多いため、まずは子どもの最善の利益を勘案しつつ、子ども自身の
気持ちに寄り添いながら、絡まった状況を徐々に解きほぐしていくといった対応が必要。

【調査・調整、勧告・意見表明について】（第２６条・２８条）

補足情報

市の機関以外に対しては協力の求め

市の機関以外に対しては要請
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【相談・救済に係る周知・啓発について】
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横越中学校３年 鈴木月華（るか）さんの作品

オリジナル作品



【相談・救済に係る周知・啓発について】







子どもの権利に関する救済機関について


